
                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

 

 

第４８条 原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表４８－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２４時間及び

原子炉を停止する時の原子炉の状態が起動になる前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４８－１ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ３．５％以下 

 

 

 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

第４８条  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表４８－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし，原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２４時間及び原子炉

を停止する時の原子炉の状態が起動になる前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 
〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の酸素濃度※１は，表４８－１で定

める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉の起動時にドライウェル点検を実施する場合は，

ドライウェル点検後の原子炉の状態が起動となるまでの期間は運転上の制限を適用しない。また，

高圧代替注水系の確認運転等により格納容器内の酸素濃度が１．８％を超えた時点から３日間，３．

５％を超えた時点から２４時間までの間は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。なお，高圧代替注水系の確認運転等により格納容器内の酸素濃度が１．８％を超えた

場合は，格納容器圧力逃がし装置を動作不能とみなし要求される措置を実施するとともに，５分毎

に格納容器内の酸素濃度を監視する。さらに３．５％を超えた場合，酸素濃度が上昇するような確

認運転等を中止し，２４時間以内に酸素濃度を制限値内に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の酸素濃度を１週

間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表４８－２の措置を講じる。 

 

※１：７号炉の格納容器内の酸素濃度監視に必要な設備は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時

は，第６６条（表６６－５－６）の運転上の制限も確認する。 

 

表４８－１ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

２．３号炉，４号炉，６号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ３．５％以下 
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原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変
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施行に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

1

令和2年7月20日
DB条文コメント回答資料



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４８－２ 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が制限値を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．酸素濃度を制限値以内に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．７号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 
１．８％以下※２ 

３．５％以下※３ 

※２：格納容器圧力逃がし装置内における水素燃焼防止のための制限値。 

※３：原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度を可燃限界未満に維持するための制限値。 

 

表４８－２ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が制限値を

満足していないと判断した場合 

Ａ１．酸素濃度を制限値以内に復旧する。 ２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸素濃度が１．８％

以下を満足していないと判断した

場合 

Ａ１．酸素濃度を１．８％以内に復旧する

措置を開始する。 

及び 

Ａ２．格納容器圧力逃がし装置を動作不能

とみなし要求される措置を実施す

る。 

速やかに 

 
 

速やかに 

Ｂ．格納容器内の酸素濃度が３．５％

以下を満足していないと判断した

場合 

Ｂ１．酸素濃度を３．５％以内に復旧する。 ２４時間 

 

Ｃ．条件Ｂで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

コメント 

Ｎｏ．１５６ 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６２条 ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気は，表６２－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第６０条及び第６１条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６２－２

で１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６１条 
〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油及び起動用空気は，表６１－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第５９条及び第６０条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６１－２

で１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポンプ※２は，表６１－１で定める事項を

運転上の制限とする。 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポンプが前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，第５９条及び第６０条で動作可能

であることを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを表６１－２

で１ヶ月に１回確認する。 

（２）当直長は，第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電

機のデイタンクにディーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポンプが起動することを１ヶ月に

１回確認する。 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気又は燃料移送ポンプが第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

※１：６号炉及び７号炉の軽油タンクは重大事故等対処設備を兼ねる。軽油タンクレベルが必要量確

保されていない場合は，第６６条（表６６－１２－７）の運転上の制限も確認する。 

※２：７号炉の燃料移送ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－１ 

 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油 

及び起動用空気 

第６０条及び第６１条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル

発電機に対し必要量確保されていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油及び

起動用空気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用ディー

ゼル発電機に対し必要量確保されていること。ただし，非常用ディーゼル

発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く 

 

２．７号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油，潤滑油及

び起動用空気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用

ディーゼル発電機に対し必要量確保されていること。ただし，非

常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

燃料移送ポンプ 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求される非常用

ディーゼル発電機のデイタンクにディーゼル燃料油を補給するた

めの燃料移送ポンプが動作可能であること※１ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

 

コメント 

Ｎｏ．１５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



                  

柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－２ 

項 目 判 定 値 

１号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５４８ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５４５ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

２号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５６２ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５５７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

３号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８０ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７９ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－２ 

項 目 判 定 値 

１号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５４８ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５４５ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

２号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５６２ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５５７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

３号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８０ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７９ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

項 目 判 定 値 

４号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５７１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５６８ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

５号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

(非常用ディーゼル発電機) 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

(非常用ディーゼル発電機) 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 
２．４６MPa[gage]以上 

６号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０２３ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，００６ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

７号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０３１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，０３０ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

※１：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※２：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

※３：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※４：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 判 定 値 

４号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５７１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５６８ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

５号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 
５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 
２．１６MPa[gage]以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 
２．４６MPa[gage]以上 

６号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０２３ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，００６ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

７号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０３１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，０３０ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動用）※４ ２．４６MPa[gage]以上 

※１：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※２：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 

※３：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタンクを有する。 

※４：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気貯槽を有する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６２－３ 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の軽

油タンクレベルが表６２－２を満足し

ない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の潤

滑油サンプタンクレベル又は潤滑油補

給タンク油面が表６２－２を満足しな

い場合 

Ｂ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の起

動用空気貯槽圧力が表６２－２を満足

しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｄ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から非常

用ディーゼル発電機２台に供給している場

合は，原子炉停止時冷却系に電源を供給する

非常用ディーゼル発電機を動作不能とみな

す。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂ又はＣで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－３ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

軽油タンクレベルが表６１－２を満

足しない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

潤滑油サンプタンクレベル又は潤滑

油補給タンク油面が表６１－２を満

足しない場合 

Ｂ１．制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

起動用空気貯槽圧力が表６１－２を

満足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｄ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から

非常用ディーゼル発電機２台に供給し

ている場合は，原子炉停止時冷却系に電

源を供給する非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂ又はＣで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

軽油タンクレベルが表６１－２を満

足しない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

燃料移送ポンプが動作不能の場合 

Ｂ１．動作可能な状態に復旧する。 ２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

潤滑油補給タンク油面が表６１－２

を満足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

Ｄ．非常用ディーゼル発電機１台以上の

起動用空気貯槽圧力が表６１－２を

満足しない場合 

Ｄ１．制限値以内に復旧する。 ２日間 

Ｅ．条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

Ｅ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。ただし，軽油タンク１基から

非常用ディーゼル発電機２台に供給し

ている場合は，原子炉停止時冷却系に電

源を供給する非常用ディーゼル発電機

を動作不能とみなす。 

速やかに 

Ｆ．条件Ｂ，Ｃ又はＤで要求される措置

を完了時間内に達成できない場合 

Ｆ１．当該非常用ディーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

（直流電源その１） 

第６３条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系については１２

６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－

２の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－２の措

置を講じる。 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６３－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上

であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６３－２の措

置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直流電源その１） 

第６２条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系については１２

６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－

３の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，３系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

〔６号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表６２－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系については１２６Ｖ以上

であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源※２は表６２－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当

直長に通知する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

 

 

 

 

表６３－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※２が動作可能であること 

※２：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

２． ６号炉及び７号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※２が動作可能であること 

※２：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，４系列の蓄電池及び充電器について，

浮動充電時の蓄電池電圧が表６２－２に定める値であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表６２－３の措

置を講じる。 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能となる。 

※２：７号炉の直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－２）及びＢ系は，重大事故等対処設備を兼ねる。直流電源

Ａ系（Ａ及びＡ－２）が動作不能時は，第６６条（表６６－１２－４）の運転上の制限も確認

する。また，７号炉の直流電源Ｃ系及びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ね

る。 

 

表６２－１ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※３が動作可能であること 

※３：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

２． ６号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※４が動作可能であること 

※４：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう， 

 

３． ７号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※５が動作可能であること 

※５：４系列とは，Ａ系（Ａ及びＡ－２），Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

表６２－２ 

１． ７号炉 

系列 蓄電池 浮動充電時の蓄電池電圧 

Ａ系 
Ａ １２８Ｖ以上 

Ａ－２ １２６Ｖ以上 

Ｂ系 Ｂ １２６Ｖ以上 

Ｃ系 Ｃ １２６Ｖ以上 

Ｄ系 Ｄ １２６Ｖ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

コメント 

Ｎｏ．１５９ 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 

 

原子力規制委員

会設置法の一部

の施行に伴う変

更（新規制基準の

施行に伴う変更） 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

表６３－２ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源１系列の蓄電池又

は充電器が動作不能の場

合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列の蓄電池及

び充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源Ｄ系の蓄電池又は充 

電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器が

動作不能の場合 

又は 

直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器及

び直流電源Ｄ系の蓄電池又

は充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

１０日間 

 

速やかに 

Ｃ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｃ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６２－３ 

１． １号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源１系列の蓄電池又は

充電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢで要求される措

置を完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２． ６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源Ｄ系の蓄電池又は充 

電器が動作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

３０日間 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器が

動作不能の場合 

又は 

直流電源１系列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池又は充電器及

び直流電源Ｄ系の蓄電池又

は充電器が動作不能の場合 

Ｂ１．蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの蓄電池及び充電器が動作可能であること

を確認する。 

１０日間 

 

速やかに 

Ｃ．直流電源１系列の蓄電池及び

充電器が動作不能の場合 

Ｃ１．直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又はＣで要求され

る措置を完了時間内に達成

できない場合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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